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情報収集・情報宣伝に関する活動 

 

情報収集 
 

 

学生自治会では、引き続き意見箱やウェブ掲示板などを用いることで学生の要望

や意見、大学に関する情報の収集を行います。これらの方法以外にも、学生センタ

ーとの話し合いや大阪府大学教職員組合との話し合いを行うことで情報の収集をし

ていきます。また、寄せられた要望や意見のうち、学生自治会に関するものは今後

の学生自治会の活動の参考にし、その他は必要に応じて大学をはじめとした関係各

所に伝えます。 

情報宣伝 

学生自治会では、引き続き自治会総合情報誌『NASCA』やウェブサイト、『Twitter』

などを用いて、大学や学生自治会に関する情報の発信を行います。また、情報収集活

動において、学生にとって有益な情報などが得られた場合にも、その情報の発信を行

います。 

意見箱に寄せられた要望や意見に対する学生自治会からの回答は、意見箱の周辺に

掲示するとともに、自治会総合情報誌『NASCA』やウェブサイトにもあわせて掲載

します。 


